
営農型太陽光発電設備の農地転用許可上の取扱いの変更について 

〇 営農型太陽光発電の下部農地での農業生産や地域の農業の持続的な発展が図ら

れるよう、農業政策の一環として位置付け推進

〇 担い手の収入が拡大することで、農業経営のさらなる規模拡大等を期待

〇 荒廃農地が増加する中で、営農型発電設備を活用した荒廃農地の再生を期待

事項 見直し案 

一時転用

許可期間

１ 改正の背景

 平成28年３月末までに許可を行った775件について、営農状況等を調査

〇 下部農地での営農への支障があった事例の発生割合は、担い手が営農するものは

  ６％、担い手以外が営農するものは31％

〇 荒廃農地を活用して営農型太陽光発電設備を設置したものが全体の約30％（234件）

〇 下部農地における遮光率は低いものから高いものまで様々

２ 分析結果

３ 変更内容

３年以内の一時転用許可

 

 

〇 担い手が所有している農地又は利用権等を設定してい 

る農地で当該担い手が下部農地で営農を行う場合 

〇 農用地区域内を含め荒廃農地を活用する場合 

〇 農用地区域以外の第２種農地又は第３種農地を活用す

る場合 

10
年
以
内

○ 農作物の生育に適した日照量が確保されていること

○ 農業機械等を効率的に利用するため支柱の高さが２メートル以上確保されていること

○ 周辺農地の効率的な利用等に支障を及ぼすおそれがないこと

○ 毎年１回報告（下部農地で収穫された農作物の単収及び地域の平均的な単収、

農業に知見を有する者の所見等） 等

４ その他の要件

※ 上記以外は３年以内
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